
�愛媛県告示第６３６号
浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第５７条第１項の規定による指定

検査機関から次のとおり名称の変更の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定検査機関の名称

変更前 社団法人愛媛県浄化槽協会

変更後 公益社団法人愛媛県浄化槽協会

２ 変更年月日

平成２３年４月１日

�������
�愛媛県告示第６３７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２３年５月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２３年５月１３日から５月２６日まで

�������
�愛媛県告示第６３８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（「電子国土基本図（地図情報）」修正測

量）

２ 作業期間 平成２３年５月１３日から

平成２４年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内全域

�������
�愛媛県告示第６３９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報（標高・オルソ）作成業務）

２ 作業期間 平成２２年５月１４日から

平成２３年３月２２日まで

３ 作業地域 松山市、今治市、新居浜市、西条市、伊予市、四国

中央市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

�������
�愛媛県告示第６４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市吉岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市国安土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

就 任
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役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 市 郎 西条市安用甲７４５番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 十 亀 常 由 西条市安用甲７４３番地
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退 任

�������
�愛媛県告示第６４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市西石井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市水泥町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 秀 夫 松山市水泥町１１４１番地

〃 重 松 秀 治 松山市水泥町１１２１番地１

〃 佐 伯 君 隆 松山市水泥町１１７１番地

〃 永 田 哲 松山市水泥町１１１１番地

〃 重 松 正 史 松山市水泥町１０８７番地

〃 重 松 孝 朿 松山市水泥町１０９０番地

〃 仙 波 孝 夫 松山市水泥町１０８２番地

〃 柴 田 京 子 松山市水泥町８８７番地

〃 野 村 正 利 松山市水泥町６６５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 一 郎 松山市西石井六丁目１２番１２号

〃 白 石 公 明 松山市西石井五丁目１４番１号

〃 松 田 辰 美 松山市西石井五丁目１０番２８号

〃 西 岡 国 雄 松山市西石井四丁目８番３号

〃 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

監 事 八 束 敦 美 松山市西石井一丁目２番２７号

〃 榎 股 高 明 松山市西石井三丁目２番１２号

〃 西 岡 国 雄 松山市西石井四丁目８番３号

〃 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

監 事 松 田 辰 美 松山市西石井五丁目１０番２８号

〃 榎 股 高 明 松山市西石井三丁目２番１２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 公 明 松山市西石井五丁目１４番１号

〃 石 丸 昭 松山市西石井五丁目５番２５号

〃 関 谷 綱 一 松山市西石井六丁目８番３５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 勝 茂 西条市国安７４４番地

〃 膳 和 幸 西条市新市５４３番地

〃 武 田 義 臣 西条市新市１３番地

〃 田 口 保 富 西条市国安８１番地１

〃 杉 野 幸 夫 西条市新市３８９番地２

〃 田 口 研 志 西条市国安１１６５番地３

〃 才 田 稔 西条市国安１３３５番地１

〃 渡 邉 一 夫 西条市桑村２８５番地

〃 青 野 久 西条市高田１０番地２

〃 藤 原 武 司 西条市高田６３５番地

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 青 野 孝 西条市高田８０３番地２

〃 高 瀬 遵 西条市高田７７７番地１

監 事 木 原 茂 西条市新市５２６番地１

〃 川 又 清 司 西条市国安９３５番地

〃 村 上 義 輝 西条市国安１３５９番地

〃 志 賀 良 記 西条市高田７３３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 膳 和 幸 西条市新市５４３番地

〃 武 田 義 臣 西条市新市１３番地

〃 杉 野 幸 夫 西条市新市３８９番地２

〃 田 口 研 志 西条市国安１１６５番地３

〃 才 田 稔 西条市新市１３３５番地１

〃 渡 邉 一 夫 西条市桑村２８５番地

〃 青 野 久 西条市高田１０番地２

〃 藤 原 武 司 西条市高田６３５番地

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 青 野 孝 西条市高田８０３番地２

〃 高 瀬 遵 西条市高田７７７番地１

〃 田 中 輝 幸 西条市桑村１０６番地５

〃 田 中 忠 孝 西条市国安７３０番地

監 事 木 原 茂 西条市新市５２６番地１

〃 村 上 義 輝 西条市国安１３５９番地

〃 黒 河 正 文 西条市新市３９１番地３

〃 志 賀 祥 久 西条市高田２０９番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 田 哲 松山市水泥町１１１１番地

〃 重 松 秀 治 松山市水泥町１１２１番地１

〃 柴 田 隆 松山市水泥町８８７番地

〃 野 村 賢 一 松山市水泥町６７６番地

〃 渡 部 秋 男 松山市水泥町１０２５番地

〃 小 島 敏 弘 松山市水泥町１０７３番地

〃 青 木 敬 松山市水泥町１１２８番地

監 事 永 田 俊 誠 松山市水泥町１１５７番地

〃 中 野 公 秀 松山市水泥町１０３４番地

愛 媛 県 報平成２３年５月１３日 第２２６６号
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公 告
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�愛媛県告示第６４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市久米地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松前町筒井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年５月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年５月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

監 事 重 松 利 昭 松山市水泥町１０９８番地

〃 永 田 俊 誠 松山市水泥町１１５７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

〃 窪 田 昌 訓 松山市南土居町４１７番地

〃 仙 波 正 彦 松山市北久米町４４１番地

〃 渡 部 求 松山市鷹子町４６２番地

〃 塩 見 喜 録 松山市久米窪田町８３０番地３

〃 田 中 正 人 松山市久米窪田町２５３番地

〃 忽 那 義 範 松山市高井町１０５３番地

〃 田 中 修 一 松山市来住町２５２番地２

〃 仙 波 武 松山市福音寺町５６２番地

〃 赤 松 邦 彦 松山市南久米町３４０番地

監 事 安 永 公 志 松山市鷹子町９１３番地

〃 柿 本 満 松山市高井町１０８８番地

〃 岸 洋 文 松山市来住町７９３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

〃 安 永 公 志 松山市鷹子町９１３番地

〃 河 本 盛 玄 松山市久米窪田町１１７１番地２

〃 渡 部 宰 松山市久米窪田町１３２番地１

〃 池 川 泰 伸 松山市高井町８５６番地

〃 窪 田 昌 訓 松山市南土居町４１７番地

〃 戒 能 豊 和 松山市来住町４６２番地３

〃 窪 田 敏 夫 松山市福音寺町５０番地１

〃 仙 波 正 彦 松山市北久米町４４１番地

〃 赤 松 敏 男 松山市南久米町１８８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 俊 彦 伊予郡松前町大字筒井２２０番地

〃 中 島 正 直 伊予郡松前町大字筒井２５７番地

〃 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８番地

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４番地

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９番地

〃 古 川 義 臣 伊予郡松前町大字筒井１７４番地

〃 古 川 泉 伊予郡松前町大字筒井２２２番地

〃 小 村 定 伊予郡松前町大字筒井１５５１番地

〃 仙 波 勲 伊予郡松前町大字筒井２３２番地１

監 事 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０番地２

〃 渡 部 広 志 伊予郡松前町大字筒井１６１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 俊 彦 伊予郡松前町大字筒井２２０番地

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１番地３

〃 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８番地

〃 豊 田 雄 義 伊予郡松前町大字筒井３番地２

〃 国 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７５番地

〃 持 田 芳 経 伊予郡松前町大字筒井１９７番地１１

〃 一 色 勉 伊予郡松前町大字筒井２１５番地

〃 小 村 定 伊予郡松前町大字筒井１５５１番地

監 事 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４番地

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９番地

監 事 田 中 利 徳 松山市北久米町５２６番地

〃 石 川 千代志 松山市南久米町５５９番地

〃 中須賀 修 一 松山市久米窪田町６５２番地

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年４月２８日 特定非営利活動法人
北条鹿島の風早社中 藤 田 晴 彦 松山市土手内１８４番地１４ この法人は、不特定かつ多数の人々に対して、

地域に関する情報発信や啓蒙活動、地域づくり
のコーディネート等、事業を行い、地域のより
良い生活環境の創造に寄与することを目的とす
る。

愛 媛 県 報平成２３年５月１３日 第２２６６号
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人事委員会公告

�愛媛県人事委員会公告第３号
平成２３年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験公告

平成２３年５月１３日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０�
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�
�
�
�
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平成２３年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成２３年５月１６日（月）から６月３日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで）受け

付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成２３年５月１６日（月）午前８時３０分から５月２７日（金）午後５時１５分までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 ４８人程度 知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事します。

行 政 事 務

（ 情 報 ）
２人程度

知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、その専門的知識を生かして一般行政事務に従事しま

す。

学 校 事 務 １７人程度 県立学校又は公立小・中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 ７人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

総 合 土 木 １２人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、砂防、港湾、都市計画、土地改良、農

村環境基盤整備等に関する計画、設計、施工管理等の業務に従事します。

建 築 ５人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、建築・住宅等に関する計画、指導、建築設計、施工管理等の業務に従事

します。

農 業 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、農業の振興、農業生産技術・農業経営・農村生活に関する普及指導、農

業に関する試験研究等の業務に従事します。

林 業 ３人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、林業の振興、森林整備の推進、治山林道事業、森林・林業に関する試験

研究等の業務に従事します。

水 産 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、水産業の振興、水産技術の普及指導、水産に関する試験研究等の業務に

従事します。

化 学 ４人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、公害防止、原子力安全対策、工業技術・環境に関する試験研究等の業務

に従事します。

薬 剤 師 ９人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事・医薬品製造・食品衛生等に関する指導、医薬

品の調剤・製剤、衛生・環境に関する試験研究等の業務に従事します。

児 童 指 導 員 １人程度 知事部局の本庁又は子ども療育センター等の地方機関に勤務し、入所児等の生活指導の業務に従事します。

鑑識（化学） １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、化学に関する鑑識業務に従事します。

３ 受験資格

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和５７年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた者

イ 平成２年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２４年３月末日までに卒業する見込みの者

� 日本の国籍を有する者

	 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者
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� 薬剤師及び児童指導員については、次に該当する者

試 験 区 分 受 験 資 格

薬 剤 師 薬剤師の免許を有する者又は平成２４年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

児 童 指 導 員 児童指導員の資格を有する者又は平成２４年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点
公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時

間３０分）

専 門 試 験 ４０点
各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式４０題、解答時

間２時間）
なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ２９０点 人物について総合的に評定するため、個別面接及び集団討論を行います。

作 文 試 験 ５０点 公務員として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験と専門試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、専門試験のうち、一定の基準に達

しない種目がある場合には、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験種目、

検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した集団討論及び作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛

県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 試験の日時、受験地、試験会場及び合格発表

区 分 日 時 受験地 試 験 会 場 試 験 区 分 合 格 発 表

第１次試験

平成２３年６月２６日
（日曜日）
午前９時から
午後３時まで

�
�
�
午前 教養試験��

	午後 専門試験

松 山

松山東高等学校
（松山市持田町二丁目２番１２号）

行政事務・行政事務（情
報）・学校事務

平成２３年７月中旬に愛媛県
庁前掲示板に掲示するほか、
合格した者に通知します。

松山工業高等学校
（松山市真砂町１番地）

警察事務・総合土木・建築・
農業・林業・水産・化学・
薬剤師・児童指導員・鑑識
（化学）

東 京 中央大学理工学部
（東京都文京区春日一丁目１３番２７号） 全試験区分

大 阪 ＡＡホール本館（エビスビル）
（大阪市中央区淡路町三丁目２番９号） 全試験区分

※ 「松山」「東京」「大阪」のいずれか希望する受験地で受験できます。
※ 試験会場が松山東高等学校の受験者は、試験当日、上履き（スリッパなど）・下履き入れ（ビニール袋など）を必ず持参してください。

第２次試験 第１次試験に合格した者に通知します。
平成２３年８月下旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、
合格した者に通知します。

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２４年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）

から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ

選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 薬剤師及び児童指導員については、所定の時期までに免許又は資格を取得しなかった場合は、採用されません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当
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者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務、行政事務（情報）、学校事務、警察事務、総合土木、
建築、農業、林業、水産、化学、児童指導員

行政職給料表１級２５号給 １７２，９４０円

鑑識（化学） 研究職給料表１級２５号給 １７７，６６０円

薬剤師 医療職給料表�２級１号給 １７８，９６６円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

８ 受験手続

申込用紙の入手

方法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民課（東予、中予及び南予）及び支局総務県民室（今治及び八幡浜）、愛媛県東京

事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪市西区江戸堀一

丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。

なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「上級請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）を貼った、宛先明記の返信用

封筒を同封してください。

また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷して取り出すこともできます。

申込方法及び受

験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は貼らないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局へ提出してく

ださい。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）を貼って試験当日持参してください。

なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「上級申込み」と朱書し、受験票の表に必ず宛先を明記して５０円切手を貼ったうえ

で、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。

受験票が６月２０日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの愛媛県簡易申請システムで確認してください。

受験手続その他

の問い合わせ先
愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭に

より開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、合格通知書等）

を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分まで）に愛媛県人

事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者

試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に

達しない試験種目がある者については、順位に代えて当該試

験種目名）

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２

次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順位（ただし、

第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検査種目が

ある者については、総合順位に代えて当該試験種目名又は検

査種目名）

合格発表の日から１月間

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、経営学、社会政策、国際関係

行 政 事 務
（ 情 報 ）

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、経済学、数学、物理、電子工学、情報・通信工学、情報処理論、コンピューターネットワー

ク

総 合 土 木 数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、農業水利、土地改良、農業造構、材料・施工

建 築 数学、物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建築施工
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２３年５月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９６，５２５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，９３１

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６６，０８８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般

林 業 森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む）、林業工学、林産一般、砂防工学

水 産 水産事情、水産経済、水産法規、水産環境科学、水産生物学、水産資源学、漁業学、増養殖学、水産化学、水産利用学

化 学
鑑 識 （ 化 学 ）

数学、物理、物理化学、分析化学、無機化学、無機工業化学、有機化学、有機工業化学、化学工学

薬 剤 師 物理、化学、生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度

児 童 指 導 員 社会福祉概論（社会保障を含む）、社会学概論、社会心理学、一般心理学、社会調査

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０９２ １４，６９８

南 宇 和 郡 ２１，４３０ ７，１４４

松山市・上浮穴郡 ４２９，１６８ １３８，１９５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４８，４４６ ４９，４８２

宇和島市・北宇和郡 ８５，６３４ ２８，５４５

八幡浜市・西宇和郡 ４２，９３２ １４，３１１

新 居 浜 市 １０２，４１０ ３４，１３７

西 条 市 ９３，５８６ ３１，１９６

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，５０９ １８，５０３

伊 予 市 ３２，４２３ １０，８０８

四 国 中 央 市 ７６，１００ ２５，３６７

西 予 市 ３６，４６４ １２，１５５

東 温 市 ２８，３３１ ９，４４４
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